
  
 

一

学
校
安
全
対
策
基
本
法
（
案
） 

目
次 第

一
章 
総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
） 

第
二
章 

学
校
安
全
対
策
推
進
基
本
計
画
等
（
第
七
条
・
第
八
条
） 

第
三
章 

学
校
安
全
対
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
施
策
（
第
九
条
―
第
二
十
二
条
） 

附
則 

第
一
章 

総
則 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
学
校
安
全
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
が
緊
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
学
校
安
全
対

策
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
学
校
の
設
置
者
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

学
校
安
全
対
策
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
学
校
安
全
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画

的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 



 

二

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
学
校
」
と
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学

校
並
び
に
同
法
第
八
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
専
修
学
校
及
び
同
法
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
の
う
ち
同

法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
の
課
程
に
類
す
る
課
程
を
置
く
も
の
を
い
う
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
生
徒
等
」
と
は
、
学
校
の
児
童
、
生
徒
、
学
生
及
び
幼
児
を
い
う
。 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
学
校
安
全
に
係
る
被
害
」
と
は
、
児
童
生
徒
等
が
授
業
を
受
け
て
い
る
と
き
、
課
外
指
導
を
受
け

て
い
る
と
き
、
通
学
す
る
と
き
そ
の
他
の
学
校
の
管
理
下
に
あ
る
と
き
に
次
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該

児
童
生
徒
等
が
そ
の
心
身
に
受
け
る
被
害
を
い
う
。 

一 

地
震
、
暴
風
、
洪
水
、
噴
火
、
大
規
模
な
火
災
そ
の
他
の
災
害 

二 

実
験
又
は
実
習
に
お
け
る
事
故
、
交
通
事
故
、
水
泳
事
故
、
転
落
事
故
、
火
事
、
爆
発
そ
の
他
の
不
慮
の
事
故 

三 

故
意
の
犯
罪
行
為 

四 

学
校
の
施
設
又
は
設
備
か
ら
の
人
の
健
康
に
有
害
な
物
質
の
発
生 

４ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
学
校
安
全
対
策
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
い
う
。 

一 

学
校
安
全
に
係
る
被
害
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
措
置 



  
 

三

二 

学
校
安
全
に
係
る
被
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置 

三 
学
校
安
全
に
係
る
被
害
又
は
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
係
る
学
校
の
施
設
又
は
設
備
の
損
壊
そ
の
他
使
用
上
の
支
障

（
以
下
「
学
校
安
全
に
係
る
被
害
等
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
後
に
お
い
て
、
児
童
生
徒
等
の
通
常
の
学
校
生
活
を
回

復
す
る
た
め
の
措
置 

四 

学
校
安
全
に
係
る
被
害
を
救
済
す
る
た
め
の
措
置 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

学
校
安
全
対
策
は
、
児
童
生
徒
等
が
学
校
安
全
に
係
る
被
害
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
学
校
教
育
を
受
け
ら
れ
る
こ

と
が
学
校
教
育
の
目
的
を
達
成
す
る
上
で
の
前
提
で
あ
る
と
の
基
本
的
認
識
の
下
に
、
万
全
を
期
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

学
校
安
全
対
策
は
、
学
校
安
全
に
係
る
被
害
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
か
つ
、
学
校
安
全
に
係
る

被
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
拡
大
の
防
止
、
学
校
安
全
に
係
る
被
害
等
が
発
生
し
た
後
に
お
け
る
児
童
生
徒
等
の

通
常
の
学
校
生
活
の
回
復
及
び
学
校
安
全
に
係
る
被
害
の
救
済
が
適
切
に
図
ら
れ
る
よ
う
、
総
合
的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 



 

四

３ 

学
校
安
全
対
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
学
校
、
関
係
行
政
機
関
、
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
、
地
域
住
民
そ
の
他
の
多
様

な
主
体
の
連
携
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
特
性
、
学
校
の
規
模
、
教
職
員
の
体
制
そ
の
他
の
学
校
の

実
情
並
び
に
児
童
生
徒
等
の
年
齢
及
び
心
身
の
状
況
に
つ
い
て
適
切
な
配
慮
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
四
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
学
校
安
全
対
策

の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（
学
校
の
設
置
者
の
責
務
） 

第
五
条 

学
校
の
設
置
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
設
置
す
る
学
校
に
お
け
る
学
校
安
全
対
策
を
実
施
す
る
責
務
を

有
す
る
。 

（
財
政
上
の
措
置
等
） 

第
六
条 

政
府
は
、
学
校
安
全
対
策
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
財
政
上
又
は
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
章 

学
校
安
全
対
策
推
進
基
本
計
画
等 



  
 

五

（
学
校
安
全
対
策
推
進
基
本
計
画
） 

第
七
条 

政
府
は
、
学
校
安
全
対
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
学
校
安
全
対
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的

な
計
画
（
以
下
「
学
校
安
全
対
策
推
進
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

政
府
は
、
学
校
安
全
対
策
推
進
基
本
計
画
を
策
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
国
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
公

表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
は
、
学
校
安
全
対
策
推
進
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
都
道
府
県
学
校
安
全
対
策
推
進
計
画
等
） 

第
八
条 

都
道
府
県
は
、
学
校
安
全
対
策
推
進
基
本
計
画
を
勘
案
し
て
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
お
け
る
学
校
安
全
対
策
の

推
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
計
画
（
以
下
「
都
道
府
県
学
校
安
全
対
策
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

市
町
村
は
、
学
校
安
全
対
策
推
進
基
本
計
画
（
都
道
府
県
学
校
安
全
対
策
推
進
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
学
校

安
全
対
策
推
進
基
本
計
画
及
び
都
道
府
県
学
校
安
全
対
策
推
進
計
画
）
を
勘
案
し
て
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
学
校

安
全
対
策
の
推
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
計
画
（
以
下
「
市
町
村
学
校
安
全
対
策
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す



 

六

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
都
道
府
県
学
校
安
全
対
策
推
進
計
画
又
は
市
町
村
学
校
安
全
対
策
推
進
計
画
を
策
定
し
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
学
校
安
全
対
策
推
進
計
画
又
は
市
町
村
学
校
安
全
対
策
推
進
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す

る
。 

第
三
章 

学
校
安
全
対
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
施
策 

（
学
校
に
お
け
る
計
画
の
策
定
等
） 

第
九
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
学
校
に
お
い
て
学
校
安
全
対
策
が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
学
校
に
お

け
る
学
校
安
全
対
策
の
実
施
に
関
す
る
計
画
の
策
定
及
び
当
該
計
画
に
基
づ
く
措
置
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。 

（
応
急
措
置
に
関
す
る
実
施
要
領
の
策
定
及
び
訓
練
の
実
施
等
） 

第
十
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
学
校
安
全
に
係
る
被
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
そ
の
発
生

及
び
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
情
報
の
収
集
及
び
伝
達
、
児
童
生
徒
等
の
避
難
等
の
学
校
に
お
け
る
応
急
措
置
が
的
確
か
つ



  
 

七

円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
応
急
措
置
に
関
す
る
実
施
要
領
の
策
定
及
び
当
該
実
施
要
領
に
基
づ
く
訓
練
の
実
施
そ
の
他
の
取

組
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
校
務
の
実
施
体
制
の
整
備
） 

第
十
一
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
学
校
安
全
対
策
に
関
す
る
校
務
が
的
確
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
学
校
に
お
い

て
専
ら
学
校
安
全
対
策
に
従
事
す
る
者
の
配
置
そ
の
他
の
学
校
安
全
対
策
に
関
す
る
校
務
の
実
施
体
制
の
整
備
の
た
め
に
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
学
校
の
施
設
及
び
設
備
の
整
備
） 

第
十
二
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
学
校
の
施
設
及
び
設
備
に
つ
い
て
学
校
安
全
に
係
る
被
害
の
発
生
及
び
拡
大
を
防
止

す
る
た
め
、
点
検
及
び
修
繕
、
地
震
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
目
的
と
す
る
改
築
又
は
補
強
、
防
犯
に
係
る
施
設
及
び
設

備
の
設
置
、
有
害
物
質
の
除
去
等
そ
の
整
備
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
児
童
生
徒
等
の
安
全
教
育
及
び
安
全
管
理
） 

第
十
三
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
学
校
安
全
に
係
る
被
害
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
に
関
し
児
童
生
徒
等
が
的
確
に
行

動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
学
校
に
お
け
る
交
通
安
全
教
室
、
防
犯
教
室
等
児
童
生
徒
等
に
対
す
る
安
全
教
育
及
び
学
校



 

八

生
活
で
守
る
べ
き
事
項
の
設
定
、
通
学
路
の
選
定
、
必
要
な
物
品
の
配
布
等
児
童
生
徒
等
の
安
全
管
理
の
実
施
の
た
め
に
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
通
学
に
係
る
諸
条
件
の
整
備
） 

第
十
四
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
児
童
生
徒
等
が
通
学
す
る
と
き
に
お
け
る
学
校
安
全
に
係
る
被
害
の
発
生
及
び
拡
大

を
防
止
す
る
た
め
、
通
学
路
に
お
け
る
交
通
安
全
施
設
、
防
犯
に
係
る
施
設
及
び
設
備
等
の
整
備
、
通
学
す
る
児
童
生
徒
等

を
運
送
す
る
た
め
の
自
動
車
の
運
行
そ
の
他
の
諸
条
件
の
整
備
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
危
険
箇
所
に
関
す
る
情
報
の
把
握
及
び
活
用
） 

第
十
五
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
学
校
安
全
に
係
る
被
害
の
発
生
及
び
拡
大
の
的
確
な
防
止
に
資
す
る
よ
う
、
学
校
安

全
に
係
る
被
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
箇
所
に
関
す
る
情
報
が
、
学
校
に
お
い
て
把
握
さ
れ
、
及
び
児
童
生
徒
等
に
周

知
さ
れ
る
等
児
童
生
徒
等
の
安
全
管
理
に
利
用
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
当
該
情
報
を
踏
ま
え
て

学
校
の
施
設
及
び
設
備
の
整
備
、
通
学
に
係
る
諸
条
件
の
整
備
等
が
行
わ
れ
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
地
域
に
お
け
る
取
組
等
の
推
進
） 

第
十
六
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
、
地
域
住
民
等
と
学
校
及
び
関
係
行
政
機
関
と
の
連
携
及
び



  
 

九

協
力
の
下
に
行
わ
れ
る
学
校
安
全
に
係
る
被
害
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
に
資
す
る
取
組
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
教
育
方
法
の
改
善
） 

第
十
七
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
学
校
に
お
け
る
教
育
の
実
施
に
伴
う
学
校
安
全
に
係
る
被
害
の
発
生
及
び
拡
大
を
防

止
す
る
た
め
、
教
育
方
法
の
改
善
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
通
常
の
学
校
生
活
の
回
復
） 

第
十
八
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
学
校
安
全
に
係
る
被
害
等
が
発
生
し
た
後
に
お
い
て
児
童
生
徒
等
が
通
常
の
学
校
生

活
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
学
校
の
施
設
及
び
設
備
の
復
旧
、
児
童
生
徒
等
に
対
す
る
心
理
学
的
な
指
導
そ
の
他

の
措
置
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
学
校
安
全
に
係
る
被
害
の
救
済
） 

第
十
九
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
学
校
安
全
に
係
る
被
害
に
関
す
る
共
済
給
付
の
実
施
そ
の
他
の
学
校
安
全
に
係
る
被

害
の
救
済
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
国
民
の
理
解
の
増
進
） 



 

一
〇

第
二
十
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
広
報
活
動
等
を
通
じ
て
、
学
校
安
全
対
策
の
重
要
性
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
を
深
め

る
よ
う
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
研
修
等
） 

第
二
十
一
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
教
職
員
そ
の
他
の
学
校
安
全
対
策
の
実
施
に
関
係
の
あ
る
者
の
資
質
の
向
上
を
図

る
た
め
、
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
調
査
研
究
の
実
施
等
） 

第
二
十
二
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
学
校
安
全
対
策
に
関
す
る
調
査
研
究
の
実
施
及
び
そ
の
成
果
の
普
及
の
た
め
に
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



  
 

一
一

理 

由 
学
校
安
全
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
が
緊
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
学
校
安
全
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画

的
に
推
進
す
る
た
め
、
学
校
安
全
対
策
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
学
校
の
設
置
者
の
責

務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
学
校
安
全
対
策
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ

が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


